
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

健保だより 
西武健康保険組合ホームページからもご覧になれます。 

https://www.seibu-kenpo.or.jp 
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西武健康保険組合 

ＫＥＮＰＯ 

ＤＡＹＯＲＩ 

厚生労働省からの通達に基づき、2024 年 10 月 15 日以降に「資格情報のお知らせと個

人番号(マイナンバー)確認のお願い」の用紙が会社経由でみなさまのお手元に届きます。

(世帯ごとに 1 通 4 名分封入してあります。5 名以上の場合は 2 通になります。) 
 

この「資格情報のお知らせ」は、2024 年 12 月 2 日以降健康保険証廃止後に、健康保険

組合への健康診断のお申込み等各種申請をする際に必要となる健康保険の資格情報と、医

療保険のデータベースに登録されているマイナンバー下 4 桁を記載し、安心して「マイナ

保険証」を使用いただけるよう確認するためのお知らせとなっております。 
 

なお、表示されております下 4 桁の数字が、ご自分の個人番号(マイナンバー)の下 4 桁

と一致していない場合、西武健康保険組合（以下、西武健保）・保険給付課までご連絡く

ださい。また、西武健保にマイナンバー未登録の場合は、「資格情報のお知らせと個人番

号（マイナンバー）確認のお願い」は配布されません。 

◆ 現行の保険証は廃止されます 

 

2024年 12月 2日より、健康保険証の新規発行が廃止となり、保険証を利用登録したマイナ

ンバーカード(マイナ保険証)に引きつがれます。(発行済みの保険証は、引き続き 2025年 12

月 1日まで使用できます。) 

これに伴い、被保険者(ご本人)・被扶養者(ご家族)全員分の「資格情報のお知らせ」を送付いた

します。 



 

医療保険のデータベースに登録されて

いるマイナンバーの下 4桁を表示してお

り、ご確認いただけます。 

※マイナンバーの未提出等により、西武健

保が正確なマイナンバーを把握できていな

い場合、配布されません。 

マイナンバー下 4桁の記載 

資格情報のお知らせ 

① 

② 

お知らせイメージ 

封筒イメージ 

① 

② 

2024年 12月 2日から以下の場合に使

用できます。台紙からはがして大切に保

管してください。 
 
●西武健保の各種申請に！ 

健康保険の各種申請等に必要な健

康保険の〔記号・番号〕を知ることがで

きます。 
 

●医療機関等の受診時に！ 

   オンライン資格確認システム（健康保

険の資格情報等が確認できるシステ

ム）の機器不具合によりマイナ保険証

が読取不可の場合や導入していない

医療機関や健診機関等でも、マイナ保

険証と併せて提示することで受診でき

ます。 


